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規 　 則
　福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
福井県規則第１号
　　　福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例施行規則
　（趣旨）
第 １条　この規則は、福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例（令和６年福井県条例第４０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと
する。

　（指定の申請等）
第 ２条　条例第４条第２項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなけ
ればならない。

　⑴　福井県六呂師高原キャンプ場（以下「キャンプ場」という。）の管理の業務に関する事業計画書
　⑵　定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
　⑶ 　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類（申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人

その他の団体にあっては、その設立時における財産目録）
　⑷　申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
　⑸　役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
　⑹　キャンプ場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
　⑺　現に行っている業務の概要を記載した書類
　⑻　前各号に掲げるもののほか、条例第５条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
２　条例第４条第３項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
　⑴　条例第４条第２項の規定による申請がない場合または条例第５条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
　⑵　条例第５条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
　⑶　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
　⑷　前３号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
３ 　第１項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第４条第３項の規定により、申請することができる
ものを指名する場合にあっては、この限りでない。

　（規則で定める指定の基準）
第３条　条例第５条第４号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
　⑴ 　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法（

平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
　⑵　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
　⑶　国税または地方税を滞納していないものであること。
　⑷　福井県内に事務所を置き、または置こうとするものであること。



令和７年１月７日（火） 福 井 県 報 第 331 号3

　⑸　前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
　（変更の届出）
第４条　条例第６条第２項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書（様式第２号）によりするものとする。　
　（事業報告書の提出）
第 ５条　指定管理者（条例第４条第１項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、地方自治法第２４４条の２第７項の事業報告書を、毎年度終了後３０日以内に、知事に提出
しなければならない。ただし、年度の途中において同条第１１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して３０日以内に提出しなければならない
。

２　前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
　⑴　キャンプ場の管理業務の実施状況
　⑵　キャンプ場の利用状況
　⑶　キャンプ場に係る利用料金の収入の実績
　⑷　キャンプ場の管理に係る経費の収支の状況
　⑸　前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理の状況を把握するために必要な事項
　（利用期間の告示）
第６条　知事は、条例第８条第１項の規定によりキャンプ場の利用期間（同項に規定する利用期間をいう。次項において同じ。）を定め、あらかじめこれを告示するものとする。
２ 　知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により告示した利用期間を変更することができる。この場合において、知事は、当該変更（臨時のものを除く。）をすると
きは、あらかじめ当該変更後の利用期間を告示するものとする。

　（その他）
第７条　この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
　　　附　則
　この規則は、条例の施行の日から施行する。
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様式第１号（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

福井県知事 様 

 

申請者 主たる事務所の所在地              

 

名称および代表者の氏名             

 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

 福井県六呂師高原キャンプ場の管理に関する業務を行いたいので、福井県六呂師高原キャンプ

場の設置および管理に関する条例第４条第２項の規定により、下記の書類を添えて、申請します。 

 

記 

 

１ 福井県六呂師高原キャンプ場の管理の業務に関する事業計画書 

２ 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類 

３ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況

を明らかにする書類（申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他

の団体にあっては、その設立時における財産目録） 

４ 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書 

５ 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類 

６ 福井県六呂師高原キャンプ場の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した

書類 

７ 現に行っている業務の概要を記載した書類 

８ 福井県六呂師高原キャンプ場の設置および管理に関する条例第５条各号に掲げる基準に適

合していることを確認するために知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

福井県知事 様 

 

届出者 主たる事務所の所在地       

 

名称および代表者の氏名             

 

 

指定管理者名称等変更届出書 

 

 下記のとおり、指定管理者の指定に係る事項を変更したいので、福井県六呂師高原キャンプ場

の設置および管理に関する条例第６条第２項の規定により届け出ます。 

 

記 

  

変更に係る事項 名称・主たる事務所の所在地 

変更後 変更前 

  

変更しようとする年月日 年   月   日 

変更しようとする理由  

備考 「変更に係る事項」の欄には、該当する項目に〇印を付してください。 
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告 　 示
福井県告示第１号
　福井臨海工業用水道事業　沈殿池（機械）増設工事その１の請負契約に係る一般競争入
札に参加する者に必要な資格については、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者
の資格等（平成１０年福井県告示第７４９号）の規定は適用せず、地方自治法施行令（昭
和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づき、別にこの工事の請負契約
に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたので、同条第２項の規定により、
その基本となるべき事項および当該資格の審査の申請の時期、方法等を次のとおり公示す
る。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　工事名　
　　　福井臨海工業用水道事業
　　　沈殿池（機械）増設工事その１
　⑵　工事場所
　　　福井県福井市江上町　地係
　⑶　工事概要
　　　沈殿池機械設備工事　１式
　　　薬品注入機械設備工事　１式
２ 　この工事の請負契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格（以下「特定建設
工事入札参加資格」という。）の審査を申請することができる者
　 　特定建設工事入札参加資格の審査を申請することができる者は、次の条件のすべてを
満たす共同企業体とする。
　⑴ 　この工事を共同して請け負うことを目的として、２の建設業者（建設業法（昭和２
４年法律第１００号。以下「法」という。）第２条第３項に規定する建設業者をいう
。以下同じ。）により結成された共同企業体であること。ただし、当該共同企業体の
うち代表者以外の構成員については福井県内に主たる営業所（法第３条第１項の営業
所のうち、同項の許可に係る営業所をいう。）を有する者であること。

　⑵ 　共同企業体の構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。
　　ア 　特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を

提出する時点において、福井県の競争入札参加資格について機械器具設置工事の資
格を有すると決定されている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４
号）の規定に基づき更生手続開始の申立てが行われている者または民事再生法（平
成１１年法律第２２５号）の規定に基づき再生手続開始の申立てが行われている者

については、更生手続開始または再生手続開始の決定後に、別に定める手続に基づ
く競争入札参加資格の再認定を受けていること。）。

　　イ 　申請書を提出する時点において、法第３条第１項の許可を有しての営業年数（継
続した営業年数とし、許可の失効（法第３条第３項）または許可の取消し（法第２
９条）があった場合はそれ以前の営業年数は通算しない。以下同じ。）が３年以上
あること。

　　ウ 　この工事の請負契約に係る一般競争入札に参加しようとする他の共同企業体の構
成員でないこと。

　　エ　共同企業体への出資の比率がいずれも３０パーセント以上であること。
　　オ 　申請書を提出する時点において、福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領

（以下「措置要領」という。）に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと
。

　　カ 　申請書を提出する時点において、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制
度もしくは特定退職金共済制度のいずれかに加入していること。または退職一時金
制度を有している者であること。

　　キ 　申請書を提出する時点において、会社更生法の規定に基づき更生手続開始の申立
てが行われている者または民事再生法の規定に基づき再生手続開始の申立てが行わ
れている者であって、２⑵アの再認定を受けていない者その他経営不振に陥ったと
明らかに認められる等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でな
いこと。

　　ク 　法第２６条第１項に規定する主任技術者または同条第２項および第５項に規定す
る監理技術者（監理技術者資格者証（裏面で講習受講を確認できない場合は、これ
に加えて監理技術者講習修了証）を有する者であること。）であって、この工事に
関する入札公告において定める要件を満たしている者をこの工事の現場に専任で配
置することができること。

　⑶ 　共同企業体の構成員の代表者にあっては次に掲げるアおよびイの要件を満たしてい
る者であること。

　　ア 　共同企業体への出資の比率が構成員中最大かつ他の構成員の出資比率を上回るこ
と。

　　イ　この工事に関する入札公告において定める工事実績を有する者であること。
３　特定建設工事入札参加資格の審査の申請手続
　 　特定建設工事入札参加資格の審査を受けようとする者は、次に掲げるところにより申
請すること。

　⑴　提出書類
　　ア　申請書
　　イ　経営規模等総括表
　　ウ　 共同企業体のすべての構成員の経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知
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書（経営事項審査の結果についての法第２７条の２７および第２７条の２９第１
項の規定による通知に係る文書をいう。）の写し（令和５・６年度の福井県建設
工事等競争入札参加資格審査（再審査を含む。）において用いたものに限る。）

　　エ　共同企業体協定書
　　オ　工事経歴書
　　カ　技術職員名簿
　⑵　申請書等（３⑴に掲げる提出書類をいう。以下同じ。）の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　 　令和７年１月７日（火）から同年１月２４日（金）まで（福井県の休日を定める

条例（平成元年福井県条例第２号）第１条に規定する県の休日を除く。）の午前９
時から午後４時まで

　　イ　交付場所
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県産業労働部公営企業課経営グループ
　⑶　申請書等の提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　申請書等の交付期間と同じとする。
　　イ　提出場所
　　　　申請書等の交付場所と同じとする。
　　ウ　提出方法
　　　 　郵送（民間事業者を含む。以下同じ。）または持参して提出するものとし、電送

によるものは受け付けない。
　　　 　なお、郵送により提出する場合には、配達記録が残る書留郵便等を利用して送付

しなければならない。
　　エ　提出部数
　　　　正本１部および副本１部
４　特定建設工事入札参加資格の有無および格付けの決定
　 　特定建設工事入札参加資格の審査の申請をした者の特定建設工事入札参加資格の有無
については、３⑴に掲げる提出書類を審査した上で決定し、その格付けについては３⑴
ウに掲げる書類に基づき、３⑴イに掲げる書類により審査の上、決定するものとする。
　 　なお、特定建設工事入札参加資格の有無および格付けを受けた者であっても、申請書
を提出した後開札までに、共同企業体の構成員のいずれかが措置要領に基づく指名停止
または指名除外の措置を受けた場合その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等こ
の入札に参加するのにふさわしくないと認められる場合には、特定建設工事入札参加資
格および格付けの決定を取り消すことがある。
５　特定建設工事入札参加資格の有効期間
　 　特定建設工事入札参加資格の有無および格付けの決定は、この工事の請負契約に係る

一般競争入札についてのみ有効とし、この工事を落札した共同企業体の入札参加資格お
よび格付けにあってはこの工事が完了し、当該共同企業体の清算が完了した日に、その
他の共同企業体にあってはこの工事の請負契約が締結された日に、その効力を失うもの
とする。

６　その他
　　特定建設工事入札参加資格の審査についての照会先
　　福井県土木部土木管理課建設産業・人材支援室
　　電話番号　０７７６－２０－０４７０
　 　
福井県告示第２号
　一般県道東郷麻生津線の下記区間において、道路改良工事の竣工に伴い、道路の供用を
開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の
とおり公示する。
　なお、これを表示した図面は、福井県庁および福井土木事務所において、令和７年１月
７日から２０日間一般の縦覧に供する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

道
路
種
類

路
線
名

供用開始の区間 供用開始の期日

一
般
県
道

東
郷
麻
生
津
線

福井市下河北町２字西河
原毛田８番７から
福井市下河北町３字蓼草
１番２まで

令和７年
１月７日

公 　 告
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項および福井県県民ホール
の設置および管理に関する条例（平成１８年福井県条例第４０号）第５条の規定により公
の施設の指定管理者を指定したので、同条例第６条第１項の規定により、次のとおり公示
する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　指定管理者に管理を行わせる施設の名称
　　福井県県民ホール
２　指定管理者となる団体の所在地および名称
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　　福井市問屋町三丁目２１４番地
　　ニュー・フェイス日本管財グループ
３　指定の期間
　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする物品の名称および数量
　　 　福井県庁舎、福井県議会議事堂および福井県警察本部庁舎（以下「福井県庁舎等」
という。）で使用する電気

　　　６，６３１，０００ｋＷｈ（高圧受電、契約電力１，７００ｋＷ）
　⑵　調達案件の仕様等
　　　入札説明書、設計書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　履行期間
　　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで
　⑷　需要場所
　　　福井県庁舎等
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札までに
資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない
こと。

　⑵　入札の日において現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、会
社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続開始の申立てまたは破
産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている
者でないこと。

　⑷ 　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業
の登録を受けている者であること。

　⑸ 　二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入および

省エネに係る情報提供、簡易的ＤＲの取組、地域における再エネの創出・利用の取組
ならびに電源構成および二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書におい
て示す入札適合条件を満たすこと。

　⑹　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ 　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。

　 　なお、やむを得ない事由により、電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申
請または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、
紙入札承認願（入札説明書別紙様式５）を契約担当者に提出し、契約担当者の承認を得
て、紙による入札参加資格確認申請書または入札書の提出を行うことができる。

　 　その他、電子入札については、「福井県物品等電子入札運用基準」、「福井県物品等
電子入札運用要領」および「電子入札に関する取扱い」による。

４　入札説明書等の交付
　⑴ 　入札説明書等の交付場所、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地な
らびにこの入札に関する問合せ先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７―１
　　　福井県総務部財産活用課　庁舎グループ
　　　電話　０７７６－２０－０２５２
　⑵ 　入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス
テムで公開する。

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、申請書（電子入札システムによる様式。なお、契
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約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者にあっては、入札
説明書別紙様式１）に必要書類（入札説明書別添１参照）を添えて次のとおり提出し、
この入札に係る業務に関し福井県の技術審査を受け、資格の確認を受けなければならな
い。
　⑴　申請書等の提出期間
　　　令和７年１月７日（火）９時から令和７年２月３日（月）１７時まで
　⑵　申請書等の提出方法
　　ア　電子入札システムを使用して送信する。
　　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が、提出期間中に、契約

担当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけ
ればならない。

　　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
が発行したもので、かつ、福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表
者の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用登録し
たものとする。

　　イ　紙入札に係る申請書等の提出先および提出方法
　　　ア　提出先
　　　　　〒９１０－８５８０
　　　　　福井県福井市大手３丁目１７―１
　　　　　福井県総務部財産活用課　庁舎グループ
　　　イ　提出方法
　　　　 　持参または郵送すること（郵送する場合は簡易書留郵便を利用し、提出期間必

着とする。）。
　⑶　競争入札参加資格申請
　　 　２に示す競争入札参加資格について別に知事が行う審査により認定を受けていない
者については、９⑺に従い開札までに資格の認定を受けなければならない。

６　入札書の提出方法、提出期間、開札日時および場所
　⑴　入札書の提出方法
　　　５⑵と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和７年２月２５日（火）８時３０分から１７時まで
　　　令和７年２月２６日（水）８時３０分から１６時まで
　⑶　開札日時
　　　令和７年２月２７日（木）１１時００分
　⑷　開札場所
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１

　　　福井県庁　６階　入札室
７　入札方法
　　入札説明書による。
８　落札書の決定に関する事項
　 　この入札に係る調達物品の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とする。

９　その他
　⑴ 　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および通
貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ 　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
なお、アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領の規定
に基づく指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。

　⑹ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は、入札説明書等による
。

　⑺　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　　ア　申請の受付時期
　　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県会計局会計課　総務事務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑻　本調達は、令和７年度予算の成立を条件とする。
１０　Summary
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　⑴ 　Nature and quantity of the products to be required 
　　　Electricity for Fukui prefectural office building
　⑵　Date, time of bidding
　　　11:00a.m. February 27, 2025
　⑶　Period of contract
　　　1-April-2025 to 31-March-2026
　⑷　Contact point for the notice
　　　Asset utilization division,
　　　Fukui prefectural government,
　　　3-17-1 Ohte,Fukui City,
　　　Fukui Prefecture,910-8580 Japan.
　　　TEL 0776-20-0252
　 　
　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１８条の８第２項の
規定に基づき、令和７年福井県保育士試験（前期）を実施するので、児童福祉法施行細則
（昭和２３年福井県規則第２６号）第１９条の規定により次のとおり公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　福井県は、法第１８条の９の規定に基づき指定試験機関として一般社団法人全国保育士
養成協議会を指定し、試験実施予定日時、場所その他必要な事項の広報、試験に対する受
験者等からの問合せ対応、受験資格の認定、受験申込書の受付、確認、受験票の送付、試
験問題の作成・保管・管理、試験の実施、答案の採点、合否の決定、合否の通知、受験の
停止および合格の無効の決定、その他試験実施に関する必要な事務を委託して試験を実施
する。
１　試験の日時
　　筆記試験　令和７年４月１９日（土）・４月２０日（日）
　　実技試験　令和７年６月２９日（日）
２　試験の科目
　⑴　筆記試験　
　　 　保育の心理学・保育原理・子ども家庭福祉・社会福祉・教育原理・社会的養護・子
どもの保健・子どもの食と栄養・保育実習理論

　⑵　実技試験　
　　　音楽に関する技術・造形に関する技術・言語に関する技術（２分野選択）
３　受験資格
　　次のいずれかに該当する者
　⑴ 　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学に２年以上在学（短期大学は卒
業）して６２単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者

　⑵ 　学校教育法による大学に１年以上在学している者であって、年度中に６２単位以上
修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者

　⑶ 　学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であっ
て、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者

　⑷ 　学校教育法による高等学校の専攻科（修業年限２年以上のものに限る。）もしくは
特別支援学校の専攻科（修業年限２年以上のものに限る。）を卒業した者または当該
専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者
であると当該学校の長が認めた者

　⑸ 　学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限２年以上のものに限る。）もしく
は各種学校（同法第９０条に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限２
年以上のものに限る。）を卒業した者または当該専修学校の専門課程もしくは当該各
種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者
であると当該学校の長が認めた者（ただし、平成３年３月３１日以前の高等学校卒業
者はこの限りでない。）

　⑹　外国において、学校教育における１４年以上の課程を修了した者
　⑺ 　学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは中等教育学校を卒業した者もしく
は通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこ
れに相当する学校教育を修了した者を含む。）または文部科学大臣において、これと
同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設において、２年以
上の勤務で、総勤務時間数が２，８８０時間以上、児童の保護に従事した者

　　ア　児童福祉施設
　　イ 　認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園）
　　ウ　幼稚園（学校教育法第１条に規定する幼稚園（特別支援学校幼稚部を含む。））
　　エ　家庭的保育事業（法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業）
　　オ　小規模保育事業（法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業）
　　カ　居宅訪問型保育事業（法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業）
　　キ　事業所内保育事業（法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業）
　　ク 　放課後児童健全育成事業（法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事

業）
　　ケ　一時預かり事業（法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業）
　　コ 　離島その他の地域において特例保育（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条第１項第４号に規定する特例保育）を実施する施設
　　サ 　小規模住居型児童養育事業（法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養

育事業）
　　シ 　障害児通所支援事業（法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業（

保育所訪問支援事業を除く。））
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　　ス　一時保護施設（法第１２条の４に規定する一時保護施設）
　　セ　１８歳未満の者が半数以上入所する
　　　次に掲げる施設等
　　　ア 　障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設）
　　　イ 　指定障害福祉サービス事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所（生活介護、自立訓練、
就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る。））

　　ソ 　法第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務または法第３９条第１項に
規定する業務を目的とする施設であって法第３４条の１５第２項もしくは法第３５
条第４項の認可または認定こども園法第１７条第１項の認可を受けていないもの（
認可外保育施設）のうち、次に掲げるもの

　　　ア 　法第５９条の２の規定により届出をした施設
　　　イ 　アに掲げるもののほか、都道府県知事が事業等の届出をするものと定めた施設

であって、当該届出をした施設
　　　ウ 　児童福祉法施行規則第４９条の２第３号に規定する幼稚園併設型認可外保育施

設
　　　エ 　国、都道府県または市町村が設置する法第６条の３第９項から第１２項までに

規定する業務または法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設
　⑻ 　上記⑺に掲げる施設等において５年以上かつ７，２００時間以上児童等の保護また
は援護に従事した者

　⑼ 　平成３年３月３１日までに学校教育法による高等学校を卒業した者（旧中学校令に
よる中学校を卒業した者を含む。）もしくは通常の課程による１２年の学校教育を修
了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む
。）または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者

　⑽　平成８年３月３１日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者
　⑾ア 　上記⑺イ～ソに掲げる施設等において２年以上かつ２，８８０時間以上児童等の

保護または援護に従事した者であって、学校教育法による高等学校を卒業した者も
しくは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程に
よりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）または文部科学大臣において
これと同等以上の資格を有すると認定した者

　　イ 　上記⑺イ～ソに掲げる施設等において５年以上かつ７，２００時間以上児童等の
保護または援護に従事した者

　　ウ　上記⑴～⑹に準ずる者
４　受験手続
　⑴　受験申請書の配布
　　ア　配布期間

　　　　令和７年１月９日（木）から
　　イ　請求先
　　　　一般社団法人全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター　
　⑵　受験の申請に必要な書類
　　ア　保育士試験受験申請書
　　イ　受験資格を証明する書類
　　ウ　一部科目合格を証明する書類
　　エ 　一部科目免除を証明する書類（５⑵に該当するものは、５⑵に掲げる実務経験を

有することを証する書類）
　　オ 　改姓を証明する書類（戸籍の一部記載事項証明書または戸籍抄本等旧・現姓の両

方が記載されている公的書類）
　　カ　郵便振替払込受付証明書（受験申請書に貼付）
　　キ 　写真１枚（受験申請日前６か月以内に撮影した上半身、脱帽、無背景の写真を受

験申請書に貼付）
　⑶　受付期間
　　　令和７年１月９日（木）から令和７年１月２９日（水）
　⑷　提出方法
　　　簡易書留郵便に限る。
　⑸　提出先
　　　一般社団法人全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター
　⑹　受験手数料
　　　１２，７００円
　　　幼稚園教諭免許所有者において、筆記試験科目が全て免除となる場合
　　　２，４００円
　　　郵便振替払込取扱票により郵便局にて納付する。
　⑺　オンライン受験申請
　　 　オンライン受験申請方法については、一般社団法人全国保育士養成協議会保育士試
験事務センターホームページを参照。

５　試験科目の一部免除
　⑴　過去２年において、保育士試験の一部科目に合格している者は該当科目を免除
　⑵ 　令和４年の試験において合格した科目のある者であって、令和４年度から令和６年
度末までに３⑺に掲げる施設において「１年以上かつ１，４４０時間以上」の実務経
験を有する者については２年間、令和３年の試験において合格した科目のある者であ
って、令和３年度から令和６年度末までに次に掲げる施設において「２年以上かつ２
，８８０時間以上」の実務経験を有する者については３年間、通常、過去２年の免除
期間に加えて免除

　⑶　厚生労働大臣が指定する学校において指定科目を全て専修した者は該当科目を免除
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　⑷　幼稚園教諭免許状所有者は保育の心理学・教育原理・実技試験を免除
　⑸　幼稚園教諭免許状所有者で筆記試験全科目合格者は実技試験を免除
　⑹ 　幼稚園教諭免許状所有者における保育士資格特例による受験者は保育の心理学・教
育原理・保育実習理論・実技試験を免除

６　試験に関する問合せ先
　　〒１７１－８５３６
　　東京都豊島区高田３－１９－１０
　　一般社団法人全国保育士養成協議会
　　保育士試験事務センター
　　電話　０１２０－４１９４－８２
　 　
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項および福井県港湾施設管
理条例（昭和３７年福井県条例第４５号）第１３条の規定により公の施設の指定管理者を
指定したので、同条例第１４条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　指定管理者に管理を行わせる施設の名称
　　敦賀港鞠山南地区多目的国際ターミナル
２　指定管理者となる団体の所在地および名称
　　敦賀市金ヶ崎町第４９番１
　　敦賀港国際ターミナル株式会社
３　指定の期間
　　令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで
　 　
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項および福井県港湾施設管
理条例（昭和３７年福井県条例第４５号）第１３条の規定により公の施設の指定管理者を
指定したので、同条例第１４条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　指定管理者に管理を行わせる施設の名称
　　福井港九頭竜川ボートパーク
２　指定管理者となる団体の所在地および名称
　　坂井市三国町新保第９５号１番地６
　　株式会社九頭竜川マリーナ
３　指定の期間
　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで
　 　

　上庄大井土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項
の規定により、次の者が令和６年９月２４日に役員を退任した旨の届出があったので、同
条第１８項の規定により公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　名　　　住　　　所
監　事　広瀬　敏一　　大野市友兼10-2
　 　
　上庄大井土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項
の規定により、次の者が令和６年１１月２０日に役員を退任した旨の届出があったので、
同条第１８項の規定により公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　名　　　住　　　所
理　事　羽生　達夫　　大野市猪島32-1 
理　事　猪野　則夫　　大野市稲郷47-12
理　事　北村　和彦　　大野市開発8-11 
理　事　松山　善四郎　大野市篠座町6-14 
理　事　水元　啓之　　大野市野中6-12 
理　事　上田　輝司　　大野市森政領家4-4  
理　事　山内　静雄　　大野市御給34-6 
理　事　宝珍　政則　　大野市下据28-3 
理　事　明石　和仁　　大野市東山4-16 
監　事　安川　慎治　　大野市中据16-2 
監　事　石川　廣志　　大野市春日69-64
　 　
　真名川土地改良区連合から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７
項の規定により、次の者が令和６年１１月２０日に役員を退任した旨の届出があったので
、同条第１８項の規定により公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　名　　　住　　　所
理　事　宝珍　政則　　大野市下据 28-3
監　事　石川　廣志　　大野市春日69-64
　 　
　上庄大井土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項
の規定により、次の者が令和６年１１月２１日に役員に就任した旨の届出があったので、
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同条第１８項の規定により公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　名　　　住　　　所
理　事　羽生　達夫　　大野市猪島32-1 
理　事　猪野　則夫　　大野市稲郷47-12
理　事　北村　和彦　　大野市開発8-11 
理　事　川瀬　信幸　　大野市稲郷16-14
理　事　安川　慎治　　大野市中据16-2 
理　事　松山　善四郎　大野市篠座町6-14 
理　事　森岡　幸弘　　大野市猪島4-20 
理　事　上田　輝司　　大野市森政領家4-4  
理　事　山内　静雄　　大野市御給34-6 
監　事　明石　和仁　　大野市東山4-16 
監　事　畑辺　俊成　　大野市稲郷34-甲18
監　事　亀井　成人　　大野市友兼8-11 
　 　
　真名川土地改良区連合から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７
項の規定により、次の者が令和６年１１月２１日に役員に就任した旨の届出があったので
、同条第１８項の規定により公告する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　名　　　住　　　所
理　事　川瀬　信幸　　大野市稲郷16-14
監　事　明石　和仁　　大野市東山 4-16

福井県選挙管理委員会告示第１号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、政治団体の
設立の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　金井　亨

選挙管理委員会告示
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（その他の政治団体）
（国会議員関係政治団体以外の政治団体）

届　出
年月日 政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の

氏　　　　名 主たる事務所の所在地

令和6年
12月3日 福井県ひがなつみ後援会 近藤　貢 三宅　洋 福井市大願寺３－４－１

令和6年
12月5日 檜鼻たかひろ後援会 檜鼻　貴博 守本　美和 三方上中郡若狭町大鳥羽３６－

２－１０
令和6年
12月5日 福井県農政連美浜町支部 石丸　博治 福田　新八 三方郡美浜町河原市１９－１２

　 　
福井県選挙管理委員会告示第２号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、政治団体の
届出事項の異動に係る届出があったので、同法第７条の２第１項の規定により、次のとお
り告示する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　金井　亨

異　動
年月日 政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項

異　動　内　容
新 旧

令和6年
3月28日

杉本達治後援会達
親会 佐佐木　アユ美 主たる事務所の所在地

福井市西開発４－
２２１－２ 福井市和田３－３０８

代表者 佐佐木　アユ美 山浦　節櫻

令和6年
10月1日 若き即戦力の会 上野　薫 代表者 上野　薫 齋木　武志

令和6年
10月8日 斉木武志後援会 齋木　武志 会計責任者 齋木　武志 山口　健太郎

国会議員関
係政治団体
の区分

公職の種類
（第１号）

法第１９条の７第１
項第１号および第２
号に係る国会議員関
係政治団体

衆議院議員

国会議員関係政治団体
以外の政治団体
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公職の候補
者の氏名お
よび公職の
種類（第２
号）

斉木　武志、衆議院
議員

令和6年
11月5日 山本武志後援会 山本　武志 主たる事務

所の所在地
敦賀市ひばりケ丘町
１０２８

敦賀市砂流５０－７－
５（ひばりケ丘町）

会計責任者 浅妻　修平 清水　達也

令和6年
11月29日

長谷川まさえを育
てる会 長谷川　仙男 代表者 長谷川　仙男 宮崎　和彦

令和6年
12月10日

自由民主党鯖江市
支部 山本　建 代表者 山本　建 山本　拓

　 　
福井県選挙管理委員会告示第３号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により、政治団体
の解散の届出があったので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　金井　亨

解散年日月 政治団体の名称 代表者の氏名

平成6年11月29日 立憲民主党福井県第１区総支部 西山　理恵

　 　
福井県選挙管理委員会告示第４号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、資金管理
団体の指定の届出があったので、同法第１９条の２第１項の規定により、次のとおり告示
する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　金井　亨

指　定
年月日

資 金 管 理 団 体
の届出をした者
（代表者）の氏名

届出をした者に
係る公職の種類

資金管理団体
の　　名　　称 主たる事務所の所在地

令和6年
12月10日 髙田　浩樹 越前町議会議員 高田ひろき後援会 丹生郡越前町気比庄５－９－３
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福井県選挙管理委員会告示第５号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第３号の規定により、資
金管理団体の届出事項の異動に係る届出があったので、同法第１９条の２第１項の規定に
より、次のとおり告示する。
　　令和７年１月７日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　金井　亨

異　動
年月日

資金管理団体
の届出をした
者 の 氏 名

資金管理団体
の 　名　 称 異動事項

異　動　内　容

新 旧

令和6年
11月5日 山本　武志 山本武志後援会 主たる事務所の所

在地
敦賀市ひばりケ丘
町１０２８

敦賀市砂流５０－
７－５（ひばりケ
丘町）
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